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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示手段を備え、本体部に対して連結部を介して回転可能に連結されたモニタ部と、
　前記表示手段へのタッチ操作を検出するタッチ検出手段と、
　前記モニタ部の前記本体部に対する相対位置を検出する位置検出手段と、
　前記位置検出手段で検出された前記相対位置が第１の位置から第２の位置に変更された
ことに応じて、表示された領域に対するタッチ操作を受け付けるための第１の表示アイテ
ムを、表示された領域に対するタッチ操作は受け付けない第２の表示アイテムよりも、前
記連結部に近い位置となるように前記表示手段の表示を更新するように制御する制御手段
と
を有することを特徴とする表示制御装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記相対位置が前記第１の位置から前記第２の位置に変更されたこと
に応じて、前記第１の表示アイテムおよび前記第２の表示アイテムの向きを上下左右反転
することを特徴とする請求項１に記載の表示制御装置。
【請求項３】
　前記第１の表示アイテムは、表示された領域に対するタッチ操作は受け付けない他の表
示アイテムをタッチ操作可能な表示アイテムに変更するための指示を受け付ける表示アイ
テムであり、
　前記制御手段は、前記第１の表示アイテムへのタッチ操作を検出すると、前記他の表示
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アイテムへのタッチ操作を受け付ける状態に変更することを特徴とする請求項１または２
に記載の表示制御装置。
【請求項４】
　前記第１の表示アイテムは、前記第２の表示アイテムをタッチ操作可能な表示アイテム
に変更するための指示を受け付ける表示アイテムであり、
　前記制御手段は、前記第１の表示アイテムへのタッチ操作を検出すると、前記第２の表
示アイテムへのタッチ操作を受け付ける状態に変更することを特徴とする請求項１または
２に記載の表示制御装置。
【請求項５】
　前記第１の表示アイテムは、前記第１の表示アイテムが表示される領域以外へのタッチ
操作を受け付ける状態に変更するための指示を受け付ける表示アイテムであり、
　前記制御手段は、前記第１の表示アイテムへのタッチ操作を検出すると、前記第１の表
示アイテムが表示された領域以外へのタッチ操作を受け付ける状態に変更することを特徴
とする請求項１または２に記載の表示制御装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記第１の表示アイテムを複数の前記第２の表示アイテムよりも前記
連結部に近い位置となるように前記表示手段に表示する際に、複数の前記第２の表示アイ
テムどうしの位置関係を変えないことを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載
の表示制御装置。
【請求項７】
　前記制御手段は、前記第１の表示アイテムを複数の前記第２の表示アイテムよりも前記
連結部に近い位置となるように前記表示手段に表示する際に、前記第１の表示アイテムお
よび前記第２の表示アイテム以外の複数の表示アイテムどうしの位置関係を変えないこと
を特徴とする請求項１、２、４のいずれか１項に記載の表示制御装置。
【請求項８】
　前記制御手段は、前記第１の表示アイテムと複数の前記第２の表示アイテムのうちの一
つの表示アイテムとの位置を入れ替えることによって、前記第１の表示アイテムを複数の
前記第２の表示アイテムよりも前記連結部に近い位置となるように前記表示手段に表示す
ることを特徴とする請求項１または２に記載の表示制御装置。
【請求項９】
　前記制御手段は、前記第１の表示アイテムへのタッチ操作を検出した場合には、前記第
１の表示アイテムを、他の表示アイテムへのタッチ操作を受け付けないようにするための
指示を受け付ける第３の表示アイテムに置き換えることを特徴とする請求項３に記載の表
示制御装置。
【請求項１０】
　前記制御手段は、前記第１の表示アイテムへのタッチ操作を検出した場合には、前記第
１の表示アイテムを、前記第２の表示アイテムへのタッチ操作を受け付けないようにする
ための指示を受け付ける第３の表示アイテムに置き換えることを特徴とする請求項４に記
載の表示制御装置。
【請求項１１】
　前記第１の位置は、前記モニタ部が前記本体部から通常の姿勢における横方向に開かれ
た位置にあるとともに、前記表示手段の表示面が前記本体部の背面と同じ側を向く位置で
あり、
　前記第２の位置は、前記モニタ部が前記本体部から通常の姿勢における横方向に開かれ
た位置にあるとともに、前記表示手段の表示面が前記本体部の前面と同じ側を向く位置で
あることを特徴とする請求項１、２、３、５、６、９のいずれか１項に記載の表示制御装
置。
【請求項１２】
　前記第１の位置は、前記モニタ部が前記本体部から通常の姿勢における下方向に開かれ
た位置にあるとともに、前記表示手段の表示面が前記本体部の背面と同じ側を向く位置で
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あり、
　前記第２の位置は、前記モニタ部が前記本体部から通常の姿勢における下方向に開かれ
た位置にあるとともに、前記表示手段の表示面が前記本体部の前面と同じ側を向く位置で
あることを特徴とする請求項１、２、４、５、７、８、１０のいずれか１項に記載の表示
制御装置。
【請求項１３】
　前記制御手段は、前記第３の表示アイテムを、前記第２の表示アイテムよりも、前記連
結部に近い位置となるように前記表示手段に表示することを特徴とする請求項９または１
０に記載の表示制御装置。
【請求項１４】
　被写体を撮像して画像データを生成する撮像手段をさらに有し、前記表示手段は前記撮
像手段が生成した画像データを表示できることを特徴とする請求項１から１３のいずれか
１項に記載の表示制御装置。
【請求項１５】
　表示手段を備え本体部に対して連結部を介して回転可能に連結されたモニタ部と、前記
表示手段へのタッチ操作を検出するタッチ検出手段とを有する表示制御装置の制御方法で
あって、
　前記モニタ部の前記本体部に対する相対位置を判定するステップと、
　前記モニタ部で検出された相対位置が第１の位置から第２の位置に変更されたことに応
じて、表示された領域に対するタッチ操作を受け付けるための第１の表示アイテムを、表
示された領域に対するタッチ操作は受け付けない第２の表示アイテムよりも、前記連結部
に近い位置となるように前記表示手段の表示を更新するように制御するステップと、
を有することを特徴とする表示制御装置の制御方法。
【請求項１６】
　表示手段を備え本体部に対して連結部を介して回転可能に連結されたモニタ部と、前記
表示手段へのタッチ操作を検出するタッチ検出手段とを有する表示制御装置のコンピュー
タを、請求項１から１４のいずれか１項に記載の表示制御装置の各手段として機能させる
ことを特徴とするプログラム。
【請求項１７】
　表示手段を備え本体部に対して連結部を介して回転可能に連結されたモニタ部と、前記
表示手段へのタッチ操作を検出するタッチ検出手段とを有する表示制御装置のコンピュー
タを、請求項１から１４のいずれか１項に記載された表示制御装置の各手段として機能さ
せるプログラムを記録したコンピュータが読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、タッチ操作が可能かつ開閉や角度調整可能なバリアングル・タイプの表示部
を備える表示制御装置、この表示制御装置の制御方法、プログラム、記録媒体に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルカメラやビデオカメラ等の撮像装置は、装置の設定や撮影画像の確認用に液晶
ディスプレイや有機ＥＬディスプレイなどのディスプレイを備えているのが一般的である
。また、ディスプレイを備える筺体が本体部に対して回転可能に取り付けられた、いわゆ
るバリアングルモニタを備える撮像装置もある。バリアングルモニタは、バリアングルモ
ニタの角度調整により、ロー・アングルまたはハイ・アングル撮影時において撮影対象の
視認が可能である。また、ディスプレイに対するタッチ操作が可能なタッチパネルを有し
、タッチパネルに対するタッチ操作に応じて各種設定や動作指示を行える電子機器も普及
してきている。
　特許文献１には、タッチパネルを備えたバリアングルモニタを、表示面が露出するよう
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に本体部背面に対して閉じた位置とした際に、本体部の背面にある操作スイッチと同じ機
能をタッチパネル上のタッチボタンで代替するデジタルカメラが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－３０５１４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記特許文献１のような従来例では、使用者が手でバリアングルモニタを掴んで回転さ
せようとした場合に、無意識にタッチパネルに触れてしまうことにより、使用者が意図し
ない動作が実行されるおそれがあった。
　そこで本発明では、タッチパネルを備えたバリアングルモニタの開閉時や角度調整時に
、誤ってタッチパネルに触れてしまうことによる誤操作を低減することができる表示制御
装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
上記課題を解決するため、本発明は、表示部を備え本体部に対して連結部を介して回転可
能に連結されたモニタ部と、前記表示部へのタッチ操作を検出するタッチ検出部と、前記
モニタ部の前記本体部に対する相対位置を検出する位置検出部と、前記位置検出部の検出
結果に基づいて前記相対位置が第１の位置から第２の位置に変更されたと判定した場合に
は、表示された領域に対するタッチ操作を受け付けるための第１の表示アイテムを、表示
された領域に対するタッチ操作は受け付けない第２の表示アイテムよりも、前記連結部に
近い位置となるように前記表示部に表示する制御部とを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、タッチパネルを備えたバリアングルモニタの開閉時や角度調整時に、
誤ってタッチパネルに触れてしまうことによる誤操作を低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は、本発明の表示制御装置の第１の実施形態としてのデジタルカメラの外観
図である。
【図２】図２は、本発明の第１の実施形態としてのデジタルカメラの構成例を示すブロッ
ク図である。
【図３】図３（ａ）は、モニタ部が「閉位置」にある状態における本体部とモニタ部の位
置関係を示した外観図であり、図３（ｂ）は、モニタ部が「開位置」（第１の位置）にあ
る状態における本体部とモニタ部の位置関係を示した外観図である。
【図４】図４（ａ）は「反転開位置」（第２の位置）における本体部とモニタ部の位置関
係を示した外観図であり、図４（ｂ）は、モニタ部が「反転閉位置」に位置する状態にお
ける本体部とモニタ部の位置関係を示す外観図である。
【図５】図５（ａ）は、使用者がモニタ部を「開位置」（第１の位置）と「反転開位置」
（第２の位置）との間で回転させる（移動させる）動作を模式的に示す図であり、図５（
ｂ）は、使用者がモニタ部を「開位置」と「閉位置」との間で回転させる（移動させる）
動作を模式的に示す図である。
【図６】図６は、本体部の各位置における、タッチ操作可能な表示アイテムと、他の表示
アイテムとの表示例を示す図である。
【図７】図７は、Ｑボタンへのタッチ操作に応じてロック解除状態となり、各表示アイテ
ムがタッチ操作可能なタッチボタンになった場合の表示例を示す図である。
【図８】図８は、本発明の実施形態に係る制御方法を実現するための処理を示すフローチ
ャートである。
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【図９】図９は、本発明の第２の実施形態としてのデジタルカメラの構成を模式的に示す
図である。
【図１０】図１０（ａ）、（ｂ）は、モニタ部が「開位置」および「反転開位置」にある
状態における表示部の表示例を示し、図１０（ｃ）は、「反転閉位置」における表示部の
ロック状態の表示例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
＜第１の実施形態＞
　以下、図面を参照して本発明の好適な実施形態を説明する。
　まず、図１（ａ），（ｂ）を参照して、本発明の表示制御装置の第１の実施形態として
のデジタルカメラ１００の全体的な構成について説明する。図１（ａ）、（ｂ）は、本発
明の表示制御装置の第１の実施形態としてのデジタルカメラ１００の外観図である。図１
（ａ）はデジタルカメラ１００の前面側の斜視図であり、図１（ｂ）はデジタルカメラ１
００の背面側の斜視図である。
【０００９】
　図１に示すように、デジタルカメラ１００はモニタ部３０２を有する。モニタ部３０２
には、表示部２８が設けられる。表示部２８は、画像や各種情報を表示する表示面２８１
を有する。表示部２８には、たとえば液晶表示パネルなどといった、フラットパネルディ
スプレイが適用される。表示部２８の表示面２８１には、タッチ検出手段としてのタッチ
パネル２０５（後述）が設けられる。モニタ部３０２（表示部２８）は、いわゆるバリア
ングルモニタであり、デジタルカメラ１００の本体部３０１に対して回転可能に連結され
ている。具体的には、モニタ部３０２（表示部２８）は、ヒンジ部１０１（連結部）によ
って、デジタルカメラ１００の本体部３０１に対して第１の回転軸Ｌ1（後述）と、第１
の回転軸Ｌ1とは異なる第２の回転軸Ｌ2（後述）を中心として回転可能に連結される。
【００１０】
　デジタルカメラ１００は、使用者が操作するモードダイヤル６０（モード切替スイッチ
）と操作部７０を有する。
　モードダイヤル６０（モード切替スイッチ）は、デジタルカメラ１００の撮影モードを
切り替えるための回転式のスイッチである。
　操作部７０は、使用者が操作可能であり、使用者の操作を受け付ける入力部として機能
する。操作部７０には、シャッターボタン６１、メイン電子ダイヤル７１、電源スイッチ
７２、サブ電子ダイヤル７３、十字キー７４、ＳＥＴボタン７５、ＬＶボタン７６、拡大
ボタン７７、再生ボタン７８、タッチパネル２０５が含まれる。
　操作部７０に含まれるシャッターボタン６１は、使用者がデジタルカメラ１００に撮影
指示を行うための押しボタン式のスイッチである。操作部７０に含まれるメイン電子ダイ
ヤル７１は回転式のスイッチである。使用者は、メイン電子ダイヤル７１を回転させるこ
とによって、シャッター速度や絞りなどの設定値の変更を行うことができる。操作部７０
に含まれる電源スイッチ７２は、デジタルカメラ１００の電源のＯＮとＯＦＦの操作を行
うための（切替えるための）スイッチである。操作部７０に含まれるサブ電子ダイヤル７
３は、回転式のスイッチであり、本体部３０１の背面側に設けられる。使用者は、サブ電
子ダイヤル７３を回転させることによって、表示部２８の表示面２８１に表示される選択
枠（後述）の移動や、画像送りなどを行うことができる。操作部７０に含まれる十字キー
７４は、「上」、「下」、「左」、「右」の各部を押し込み可能な十字キー（ボタン）式
のスイッチであり、本体部３０１の背面側に設けられる。使用者は、十字キー７４の各部
を押下することによって、押下した部分に応じた操作（後述）を行うことができる。操作
部７０に含まれるＳＥＴボタン７５は、押しボタン式のスイッチであり、本体部３０１の
背面側に設けられる。ＳＥＴボタン７５は、主に選択項目の決定に用いられる。操作部７
０に含まれるＬＶボタン７６は、押しボタン式のスイッチである。ＬＶボタン７６は、静
止画撮影モードにおいては、ライブビュー（以下「ＬＶ」）のＯＮとＯＦＦとを切替える
ために使用され、動画撮影モードにおいては、動画撮影（記録）の開始と停止の指示に用
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いられる。操作部７０に含まれる拡大ボタン７７は、撮影モードのライブビュー表示にお
いて、拡大モードのＯＮ、ＯＦＦ，および拡大モードにおける拡大率の変更を行うための
押しボタン式のスイッチである。また、拡大ボタン７７は、再生モードにおいては、再生
画像を拡大し、拡大率を増加させるための拡大ボタンとして機能する。操作部７０に含ま
れる再生ボタン７８は、撮影モードと再生モードとを切り替えるための押しボタン式のス
イッチである。使用者は、撮影モードにおいて再生ボタン７８を押下することによって、
デジタルカメラ１００のモードを再生モードに移行させ、記録媒体２００に記録された画
像のうちの最新の画像を表示部２８に表示させることができる。
　なお、前記動作は、システム制御部５０（後述）が、使用者による操作部７０の操作を
検出し、操作された操作部７０および操作の内容に対応した処理を実行することにより実
現される。
【００１１】
　端子カバー４０は、外部機器（不図示）との接続ケーブルとデジタルカメラ１００とを
接続する接続ケーブル等のコネクタ（不図示）を保護する部材である。
　クイックリターンミラー１２（以下、ミラー１２と略して記す）は、システム制御部５
０（後述）が制御する不図示のアクチュエータによりアップダウンされる。ミラー１２の
詳細は後述する。
　通信端子１０は、デジタルカメラ１００がレンズユニット１５０（後述）（着脱可能）
と通信を行うための通信端子である。
　接眼ファインダ１６は、覗き込み型のファインダである。使用者は、接眼ファインダ１
６を通じてフォーカシングスクリーン１９を観察することで、レンズユニット１５０を通
して得た被写体の光学像の焦点や構図の確認を行うことができる。
　蓋２０２は、記録媒体２００を格納可能なスロットを覆う部材である。
　グリップ部９０は、使用者がデジタルカメラ１００を保持するための保持部であり、使
用者がデジタルカメラ１００を構えた際に右手で握りやすい形状に形成される。
【００１２】
　次に、図２を参照して、デジタルカメラ１００の機能構成について説明する。図２は、
本発明の第１の実施形態としてのデジタルカメラ１００の構成例を示すブロック図である
。
　システム制御部５０は、デジタルカメラ１００全体を制御する。そして、システム制御
部５０は、デジタルカメラ１００の制御において、表示部２８を制御する制御手段として
機能する。不揮発性メモリ５６は、電気的に消去・記録可能なメモリであり、たとえばＥ
ＥＰＲＯＭなどが適用される。不揮発性メモリ５６には、システム制御部５０の動作用の
定数、プログラム等が記憶される。ここでいう、プログラムとは、本実施形態にて後述す
る処理を実行するためのプログラムのことである。そして、システム制御部５０が、不揮
発性メモリ５６に記録されるプログラムを実行することで、後述する本実施形態の各処理
が実現される。また、システム制御部５０は、メモリ３２、Ｄ／Ａ変換部１３、表示部２
８等を制御することにより表示制御も行う。システムメモリ５２には、ＲＡＭが用いられ
る。システム制御部５０は、動作用の定数や変数などの各種設定値や、不揮発性メモリ５
６から読み出したプログラムを展開する。
　レンズユニット１５０には、レンズシステム制御回路４と、ＡＦ駆動回路３と、絞り駆
動回路２と、絞り１０２と、通信端子６とを有するとともに、交換可能な撮影レンズ１０
３が搭載される。なお、レンズユニット１５０には、通常、複数枚の撮影レンズ１０３が
搭載されるが、図２では簡略して一枚の撮影レンズ１０３のみを示している。レンズユニ
ット１５０の通信端子６は、レンズユニット１５０がデジタルカメラ１００と通信を行う
為の通信端子である。レンズユニット１５０は、通信端子６とデジタルカメラ１００の本
体部３０１の通信端子１０とを介してシステム制御部５０と通信する。そして、レンズユ
ニット１５０のレンズシステム制御回路４は、システム制御部５０の制御に基づいて、絞
り駆動回路２を介して絞り１０２を制御（駆動）する。また、レンズユニット１５０のレ
ンズシステム制御回路４は、システム制御部５０の制御に基づいて、ＡＦ駆動回路３を介
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して撮影レンズ１０３を変位させて焦点を合わせる（ＡＦ動作を実行する）。
　ミラー１２は、撮影レンズ１０３から入射した光束を接眼ファインダ１６の側と撮像部
２２の側のいずれに導くかを切り替える。ミラー１２は、システム制御部５０により制御
されるアクチュエータ（不図示）によりアップ／ダウンされる。ミラー１２は、通常時は
接眼ファインダ１６へと光束を導くよう反射させる位置にある。そして、撮影を行う場合
やライブビュー表示を行う場合や動画撮影を行う場合には、上方に跳ね上がり光束の経路
から待避する（ミラーアップ）。ミラーアップすると、撮影レンズ１０３から入射した光
束は、撮像部２２へ導かれる。またミラー１２の中央部は、光束の一部が透過できるハー
フミラーになっている。そして、ミラー１２は、光束の一部を、焦点検出を行うための焦
点検出部１１に入射するように透過させる。使用者（撮影者）は、ペンタプリズム１４と
接眼ファインダ１６を介して、フォーカシングスクリーン１９を観察することで、レンズ
ユニット１５０を通して得た被写体の光学像の焦点や構図を確認できる。
　ＡＥセンサ１７は、レンズユニット１５０を通過した被写体（光学像）の輝度を測光し
、測光した被写体の輝度をシステム制御部５０に出力する。システム制御部５０は、ＡＥ
センサ１７が測光した被写体の輝度を用い、レンズシステム制御回路４および絞り駆動回
路２を介して絞り１０２を駆動する。
　焦点検出部１１は、デフォーカス量を検出し、検出したデフォーカス量をシステム制御
部５０に出力する。システム制御部５０は、焦点検出部１１が検出したデフォーカス量を
用いて位相差ＡＦを実行する。具体的には、システム制御部５０は、レンズユニット１５
０のレンズシステム制御回路４を制御し、レンズシステム制御回路４は、システム制御部
５０の制御に基づいてＡＦ駆動回路３を介して撮影レンズ１０３を変位させる。
　シャッター１８には、システム制御部５０の制御で撮像部２２（撮像素子）の露光時間
を自由に制御できるフォーカルプレーンシャッターが適用される。
　撮像部２２は、光学像を電気信号に変換するＣＣＤやＣＭＯＳ素子等で構成される撮像
素子である。撮像部２２は、撮影レンズ１０３を通じて結像した被写体の光学像を電気信
号に変換することにより画像データ（画像信号）を生成する。
　Ａ／Ｄ変換部２３は、アナログ信号をデジタル信号に変換する。Ａ／Ｄ変換部２３は、
撮像部２２から出力されるアナログ信号である画像データ（画像信号）をデジタルデータ
（デジタル信号）に変換するために用いられる。
　画像処理部２４は、Ａ／Ｄ変換部２３が出力するデータ（デジタルデータに変換された
画像データ）、または、メモリ制御部１５からのデータに対し所定の画素補間、縮小とい
ったリサイズ処理や色変換処理を行う。また、画像処理部２４は、画像データを用いて所
定の演算処理を実行する。そしてシステム制御部５０は、画像処理部２４の演算処理の結
果の結果に基づいて、露光制御や測距制御を行う。これにより、ＴＴＬ（スルー・ザ・レ
ンズ）方式のＡＦ（オートフォーカス）処理、ＡＥ（自動露出）処理、ＥＦ（フラッシュ
プリ発光）処理が行われる。画像処理部２４は、更に、画像データを用いて所定の演算処
理を行う。そして、システム制御部５０は、画像処理部２４の演算処理の結果に基づいて
、ＴＴＬ方式のＡＷＢ（オートホワイトバランス）処理も行っている。
　Ａ／Ｄ変換部２３からの出力データ（デジタルデータに変換された画像データ）は、画
像処理部２４およびメモリ制御部１５を介して、または、メモリ制御部１５を介してメモ
リ３２に直接書き込まれる。メモリ３２は、撮像部２２が生成しＡ／Ｄ変換部２３により
デジタルデータに変換された画像データや、表示部２８に表示するための画像データを格
納する。メモリ３２は、所定枚数の静止画像や所定時間の動画像および音声を格納するの
に十分な記憶容量を備えている。また、メモリ３２は画像表示用のメモリ（ビデオメモリ
）を兼ねている。
　Ｄ／Ａ変換部１３は、メモリ３２に格納されている表示用の画像データをアナログ信号
に変換して表示部２８に出力する。表示部２８は、Ｄ／Ａ変換部１３から出力された画像
データ（アナログデータ）を用いて撮像された画像を表示する。すなわち、メモリ３２に
格納される表示用の画像データは、Ｄ／Ａ変換部１３を介して表示部２８で表示される。
　例えば、Ｄ／Ａ変換部１３は、Ａ／Ｄ変換部２３によってデジタルデータに変換されて



(8) JP 5907617 B2 2016.4.26

10

20

30

40

50

メモリ３２に蓄積された画像データを、再びアナログデータに変換して表示部２８に逐次
出力し、表示部２８は、Ｄ／Ａ変換部１３から出力された画像データを逐次表示する。こ
れにより、表示部２８は電子ビューファインダーとして機能し、スルー画像表示（ライブ
ビュー表示）を行うことができる。
　システムタイマー５３は、各種制御に用いる時間や、内蔵された時計の時間を計測する
計時部である。
　電源制御部８０は、電池検出回路、ＤＣ－ＤＣコンバータ、通電するブロックを切り替
えるスイッチ回路等により構成される。そして電源制御部８０は、電池の装着の有無の検
出、電池の種類の検出、電池残量の検出を行う。また、電源制御部８０は、前記の検出結
果およびシステム制御部５０の制御に基づいて電源部３０およびＤＣ－ＤＣコンバータ（
図略）を制御し、必要な電力（電圧）を必要な期間にわたって、記録媒体２００を含む各
部へ供給（印加）する。電源部３０は、アルカリ電池やリチウム電池等の一次電池やＮｉ
Ｃｄ電池やＮｉＭＨ電池、Ｌｉ電池等の二次電池、ＡＣアダプター等からなる。
　Ｉ／Ｆ１８は、メモリカードやハードディスク等の記録媒体２００と通信のためのイン
ターフェースである。
　記録媒体２００は、撮影された画像を記録するためのメモリカード等の記録媒体であり
、半導体メモリや磁気ディスク等から構成される。
【００１３】
　モードダイヤル６０（モード切替スイッチ）は、システム制御部５０に各種の動作指示
を入力するためのスイッチ（操作手段）である。モードダイヤル６０は、デジタルカメラ
１００の動作モードの切替えに用いられる。モードダイヤル６０が操作されると、システ
ム制御部５０は、使用者によるモードダイヤル６０の操作に応じて、デジタルカメラ１０
０の動作モードを、静止画記録モード、動画記録モード、再生モードなどのいずれかに切
り替える。静止画記録モードには、さらに、オート撮影モード、オートシーン判別モード
、マニュアルモード、絞り優先モード（Ａｖモード）、シャッター速度優先モード（Ｔｖ
モード）、撮影シーンモード、プログラムＡＥモード、カスタムモード等が含まれる。撮
影シーンモードは、撮影シーン別に撮影条件が設定されるモードである。使用者は、モー
ドダイヤル６０を操作することによって、静止画撮影モードに含まれるこれらのモードの
いずれかに直接切り替えることができる。また、モードダイヤル６０で静止画撮影モード
に一旦切り換えた後に、静止画撮影モードに含まれるこれらのモードのいずれかに、他の
操作手段を用いて切り替えるようにしてもよい。同様に、動画撮影モードにも複数のモー
ドが含まれていてもよい。
　メニューボタン７９は、表示部２８に各種の設定をするためのメニュー画面（種々の表
示アイテム（アイコン）が表示される画面）を表示するために使用される。すなわち、シ
ステム制御部５０は、メニューボタン７９の押下を検出すると、表示部２８にメニュー画
面を表示する。
【００１４】
　操作部７０は、システム制御部５０に各種の動作指示を入力するための操作手段（スイ
ッチ類）である。すなわち、操作部７０は、使用者の操作を受け付ける入力部として機能
する。操作部７０には、少なくとも、シャッターボタン６１、メイン電子ダイヤル７１、
電源スイッチ７２、サブ電子ダイヤル７３、十字キー７４、ＳＥＴボタン７５、ＬＶボタ
ン７６、拡大ボタン７７、再生ボタン７８、タッチパネル２０５を含む。
　操作部７０の各操作手段（スイッチ類）は、表示部２８が表示するメニュー画面に含ま
れる種々の表示アイテム（アイコン）を選択操作することなどにより、場面ごとに適宜機
能が割り当てられ、各種機能ボタンや機能ダイヤルとして作用する。機能ボタンや機能ダ
イヤルとしては、例えば終了ボタン、戻るボタン、画像送りボタン、ジャンプボタン、絞
込みボタン、属性変更ボタン等がある。例えば、メニューボタン７９が押されると各種の
設定可能なメニュー画面が表示部２８に表示される。使用者は、表示部２８に表示された
メニュー画面と、十字キー７４やサブ電子ダイヤル７３やＳＥＴボタン７５などを用いて
直感的に各種設定を行うことができる。
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　なお、図２においては、メイン電子ダイヤル７１、サブ電子ダイヤル７３、十字キー７
４、ＳＥＴボタン７５、ＬＶボタン７６、拡大ボタン７７、再生ボタン７８、メニューボ
タン７９を省略してある。ただし、これらの図略の操作手段（スイッチ類）も、図示され
るシャッターボタン６１等と同様に、システム制御部５０と信号を送受信可能であり、使
用者による操作に応じた信号をシステム制御部５０に出力する。
　シャッターボタン６１は、押しボタン式のスイッチが適用される。シャッターボタン６
１には、第１シャッタースイッチ６２と第２シャッタースイッチ６４とが含まれる。シャ
ッターボタン６１が操作（押下）されていない状態では、第１シャッタースイッチ６２お
よび第２シャッタースイッチ６４はいずれもＯＦＦである。
　シャッターボタン６１が操作途中（いわゆる半押し（撮影準備指示））の状態になると
、第１シャッタースイッチ６２はＯＮになって第１シャッタースイッチ信号ＳＷ１を生成
する。生成された第１シャッタースイッチ信号ＳＷ１はシステム制御部５０に出力される
。システム制御部５０は、第１シャッタースイッチ信号ＳＷ１が入力されると、ＡＦ（オ
ートフォーカス）処理、ＡＥ（自動露出）処理、ＡＷＢ（オートホワイトバランス）処理
、ＥＦ（フラッシュプリ発光）処理等の動作を開始する。
　シャッターボタン６１が操作完了（いわゆる全押し（撮影指示））の状態になると、第
２シャッタースイッチ６４は、ＯＮになって第２シャッタースイッチ信号ＳＷ２を生成す
る。生成された第２シャッタースイッチ信号ＳＷ２は、システム制御部５０に出力される
。システム制御部５０は、第２シャッタースイッチ信号ＳＷ２が入力されると、撮像部２
２からの信号読み出しから記録媒体２００に画像データを書き込むまでの一連の撮影処理
の動作を開始する。
【００１５】
　デジタルカメラ１００は、操作部７０の一つとして、表示部２８に対する接触を検知可
能なタッチパネル２０５（タッチ検出手段）を有する。タッチパネル２０５（タッチ検出
手段）と表示部２８とは一体的に構成される。例えば、タッチパネル２０５は、表示部２
８の表示（使用者による視認）を妨げない光の透過率を有し、表示部２８の表示面２８１
（画像などが表示される面）に表面に設けられる。タッチパネル２０５における入力座標
と、表示部２８の表示面の座標とが対応付けられる。これにより、あたかも、使用者が表
示部２８の表示面に表示された表示アイテムを直接的に操作可能であるかのようなＧＵＩ
が構成される。なお、タッチパネル２０５（タッチ検出手段）の種類は限定されるもので
はない。タッチパネル２０５には、抵抗膜方式、静電容量方式、表面弾性波方式、赤外線
方式、電磁誘導方式、画像認識方式、光センサ方式等、公知の各種方式のタッチパネルの
うちいずれの方式のものを用いても良い。
　システム制御部５０は、タッチパネル２０５への以下の操作を検出できる。タッチパネ
ル２０５を指やペンで触れたこと（タッチダウンと称する）。タッチパネル２０５を指や
ペンで触れている状態であること（タッチオンと称する）。タッチパネル２０５を指やペ
ンで触れたまま移動していること（ムーブと称する）。タッチパネル２０５へ触れていた
指やペンを離したこと（タッチアップと称する）。タッチパネル２０５に何も触れていな
い状態（タッチオフと称する）。タッチパネル２０５は、これらの操作や、指やペンが触
れている位置座標を、システム制御部５０に出力する。そして、システム制御部５０は、
タッチパネル２０５から出力された情報に基づいて、タッチパネル２０５に前記いずれの
操作が行なわれたかを判定する。なお、システム制御部５０は、ムーブの操作においてタ
ッチパネル２０５上で移動する指やペンの移動方向を、タッチ位置の座標の変化に基づい
て、タッチパネル２０５上の垂直成分・水平成分毎に判定できる。また、システム制御部
５０は、タッチパネル２０５がタッチダウンされてから一定のムーブを経てタッチアップ
されたことを検出した場合には、使用者がタッチパネル２０５にストロークを描いたと判
定する。素早くストロークを描く操作をフリックと称する。フリックは、タッチパネル２
０５上に指を触れた状態である程度の距離を素早く動かし、その後離すといった操作であ
る。換言すると、フリックは、タッチパネル２０５上を指ではじくように素早くなぞる操
作である。システム制御部５０は、所定位置以上の距離を所定値以上の速度でムーブした
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ことを検出した場合には、フリックが行われたと判定する。また、システム制御部５０は
、所定値以上の距離を所定値未満の速度でムーブしたことを検出した場合には、ドラッグ
が行なわれたと判定する。なお、これらの操作を「タッチ操作」と総称することがある。
【００１６】
　バリアングル状態検出部２０１（位置検出手段）は、モニタ部３０２の本体部３０1に
対する相対位置（以下、単にモニタ部３０２の位置と記すことがある）を検出する。バリ
アングル状態検出部２０１（位置検出手段）は、たとえば、モニタ部３０２が所定の位置
に移動した場合にオンになるスイッチにより構成される。または、バリアングル状態検出
部２０１（位置検出手段）は、モニタ部３０２が第１の回転軸Ｌ1を中心に回転する場合
の回転角度を検出する角度センサと、第２の回転軸Ｌ2を中心に回転する場合の回転角度
を検出する角度センサなどにより構成される。バリアングル状態検出部２０１（位置検出
手段）の検出結果は、システム制御部５０に出力される。
【００１７】
　ここで、図３と図４を参照して、バリアングル状態検出部２０１（位置検出手段）が検
出可能なモニタ部３０２の位置（モニタ部３０２の本体部３０１に対する相対位置）につ
いて説明する。なお、説明の便宜上、デジタルカメラ１００の本体部３０１、モニタ部３
０２、表示部２８、表示部２８の表示面２８１の上下左右方向は、図３と図４の矢印「上
」「下」「左」「右」が示す方向を基準とする。そして、図３と図４に示すデジタルカメ
ラ１００の姿勢を「通常の姿勢」とする。モニタ部３０２は、ヒンジ部１０１（連結部）
によって、デジタルカメラ１００の本体部３０１に対して、第１の回転軸Ｌ1を中心とす
る回転方向と、第１の回転軸Ｌ1とは異なる第２の回転軸Ｌ2を中心とする回転方向に回転
できる。第１の回転軸Ｌ1は、ヒンジ部１０１に位置し（ヒンジ部１０１を通過し）、上
下方向に平行な回転軸である。モニタ部３０２は、第１の回転軸Ｌ1を中心として（横方
向に）回転することによって、本体部３０１に対して開閉できる（開閉方向に移動できる
）。第２の回転軸Ｌ2は、モニタ部３０２およびヒンジ部１０１の上下方向の中間部に位
置し、第１の回転軸Ｌ1に直角な方向の回転軸である。モニタ部３０２は、第２の回転軸
Ｌ2を中心として（上下方向に）回転することによって、表示部２８の表示面２８１が前
面側（被写体の側）を向く位置と、背面側（使用者（撮影者））の側を向く位置との間を
移動できる。
　図３（ａ）は、モニタ部３０２が「閉位置」にある状態における本体部３０１とモニタ
部３０２の位置関係を示した外観図である。図３（ａ）に示す状態では、モニタ部３０２
に備えられた表示部２８の表示面２８１は、本体部３０１の背面と対向する向きで収納さ
れている（折り畳まれている）。この状態では、表示部２８の表示面２８１は、外側に露
出しない。モニタ部３０２のこの位置を、「閉位置」と称する。
　図３（ｂ）は、モニタ部３０２が「開位置」（第１の位置）にある状態における本体部
３０１とモニタ部３０２の位置関係を示した外観図である。図３（ｂ）に示す状態では、
モニタ部３０２は、デジタルカメラ１００の本体部３０１の背面から離れた位置にある。
そして、モニタ部３０２に備えられる表示部２８の表示面２８１は、デジタルカメラ１０
０の背面と同じ側（すなわち、撮影者の側）を向くように開かれている。モニタ部３０２
のこの位置（第１の位置）を、「開位置」と称する。なお、説明のため、図３（ｂ）に、
「開位置」での表示部２８の表示面の左上部分を原点とした座標系３０３を図示する（座
標系３０３は、実際には表示されるものではない）。そして、左（本体部３０１から遠い
側）から右へ（本体部３０１に近い側）の横方向をＸ方向と定義し、上から下への縦方向
をＹ方向と定義する。使用者は、モニタ部３０２を第１の回転軸Ｌ1を中心に回転させる
ことによって、モニタ部３０２を「閉位置」から「開位置」に移動させることができる。
　図４（ａ）は「反転開位置」（第２の位置）における本体部３０１とモニタ部３０２の
位置関係を示した外観図である。図４（ａ）に示す状態では、モニタ部３０２に備えられ
た表示部２８の表示面２８１は、デジタルカメラ１００の前面と同じ側（すなわち、被写
体の側）を向くように開かれている。説明の便宜上、モニタ部３０２のこの位置（第２の
位置）を、「反転開位置」と称する。使用者は、モニタ部３０２を、第２の回転軸Ｌ2を



(11) JP 5907617 B2 2016.4.26

10

20

30

40

50

中心に回転させることによって、「開位置」（図３（ｂ）参照）から「反転開位置」に移
動させることができる。
　図３（ｂ）に示すように、モニタ部３０２が「開位置」にある状態おいてデジタルカメ
ラ１００の背面から見ると、座標系３０３は、表示部２８の表示面２８１の左上に位置す
る。これに対して、図４（ａ）に示すように、モニタ部３０２が「反転開位置」に位置す
る状態において、デジタルカメラ１００を前側から見ると、座標系３０３は、表示部２８
の表示面２８１の右下に位置する。このように、「開位置」と「反転開位置」とで、座標
系３０３の位置は見た目の上下左右が反転する。そこで、システム制御部５０は、バリア
ングル状態検出部２０１の検出結果に基づいてモニタ部３０２が「開位置」から「反転開
位置」になったことを検出すると、表示部２８に表示している複数の各種表示アイテムの
表示方向を上下左右で反転させる。これにより、使用者から見える画像の見た目の方向が
変わらないようできる。ただし、表示部２８がスルー画像を表示している場合には、シス
テム制御部５０は、スルー画像の上下方向のみを反転させる鏡像表示を行う。
　図４（ｂ）は、モニタ部３０２が「反転閉位置」に位置する状態における本体部３０１
とモニタ部３０２の位置関係を示す外観図である。図４（ｂ）に示す状態では、モニタ部
３０２は本体部３０１に対して閉じられて（折り畳まれて）いるが、表示部２８の表示面
２８１はデジタルカメラ１００の背面と同じ側（撮影者の側）を向いて露出している状態
にある。モニタ部３０２のこの位置を、「反転閉位置」と称する。使用者は、「反転開位
置」（図４（ａ）参照）にあるモニタ部３０２を、第１の回転軸Ｌ1を中心に回転させる
ことによって、「反転閉位置」（図４（ｂ）参照）に移動させることができる。
　図４（ａ）に示すように、モニタ部３０２が「反転開位置」にある状態においてデジタ
ルカメラ１００を前面側から見た場合には、座標系３０３は、表示部２８の表示面２８１
の右下に位置する。図４（ｂ）に示すように、モニタ部３０２が「反転閉位置」にある状
態においてデジタルカメラ１００を背面側から見た場合にも、座標系３０３は、表示部２
８の表示面の右下に位置する。このように、モニタ部３０２が「反転開位置」にある状態
と「反転閉位置」になる状態とにおいては、いずれも、座標系３０３は、表示部２８の表
示面の右下に位置し、位置が変化しない。したがって、通常は、システム制御部５０は、
各種表示アイテムの表示方向を「反転開位置」と「反転閉位置」では変えない。ただし、
システム制御部５０は、「反転開位置」でスルー画像の鏡像表示を行っていた場合には、
モニタ部３０２が「反転閉位置」にすると鏡像ではない通常の表示を行う。
【００１８】
　図５（ａ）は、使用者がモニタ部３０２を「開位置」（第１の位置）と「反転開位置」
（第２の位置）との間で回転させる（移動させる）動作を模式的に示す図である。図５（
ａ）に示すように、この場合には、使用者は、図５（ａ）に示すとおり、モニタ部３０２
にかかるモーメントが大きくなるように、モニタ部３０２のうち、ヒンジ部１０１（第１
の回転軸Ｌ1）から遠い側の端部近傍を掴んで回すことが多い。この際、図５（ａ）に示
すように、モニタ部３０２をつかむ手の指ＦIが、表示部２８（タッチパネル２０５）に
無意識に触れることがある。このように、モニタ部３０２を「開位置」（第１の位置）と
「反転開位置」（第２の位置）との間で回転（移動）させる場合には、使用者の指ＦIが
触れる位置は、表示部２８のうちのヒンジ部１０１（第１の回転軸Ｌ1）から遠い側が多
くなる。
　図５（ｂ）は、使用者がモニタ部３０２を「開位置」と「閉位置」との間で回転させる
（移動させる）動作を模式的に示す図である。図５（ｂ）に示すように、この場合には、
モニタ部３０２にかかるモーメントが大きくなるように、モニタ部３０２のうちのヒンジ
部１０１（第１の回転軸Ｌ1）から遠い側を掴んで回すことが多い。この際、図５（ｂ）
に示すように、使用者は、モニタ部３０２を掴む指ＦTで表示部２８（タッチパネル２０
５）に無意識に触れることがある。このように、モニタ部３０２を「開位置」（第１の位
置）と「閉位置」との間で回転（移動）させる場合には、使用者の指ＦTが触れる箇所は
、表示部２８のうちのヒンジ部１０１（第１の回転軸Ｌ1）から遠い側が多くなる。
　そこで、本発明の実施の形態では、システム制御部５０は、モニタ部３０２を回転させ
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る際に無意識に触ってしまいやすい個所にはタッチ操作可能な表示アイテムを表示しない
。そして、このような構成によって、無意識のタッチによる誤操作を防止する。
【００１９】
　図６は、本体部３０１の各位置における、タッチ操作可能な表示アイテムと、他の表示
アイテムとの表示例を示す。
　図６（ａ）は、モニタ部３０２が「開位置」にある場合で、かつロック状態における表
示部２８の表示例を示す図である。図６（ａ）に示す表示アイテムの配置を、レイアウト
パターンＡ1と称する。なお、「ロック状態」とは、ロック解除ボタンとしてのＱボタン
５０１（第１の表示アイテム）以外の表示アイテム（Ｑボタン５０１が表示される領域以
外の領域）へのタッチ操作を受け付けない状態をいう。Ｑボタン５０１（第１の表示アイ
テム）は、タッチ操作可能な表示アイテムである。Ｑボタン５０１（第１の表示アイテム
）は、Ｑボタン５０１が表示される領域以外の領域（Ｑボタン以外の他の表示アイテム）
へのタッチ操作の受付を無効な状態（ロック状態）から有効な状態（ロック解除状態）に
切り替えるための指示を受け付ける。すなわち、システム制御部５０は、Ｑボタン５０１
が表示される領域がタッチされたことを検出すると、Ｑボタン５０１が表示される領域以
外の領域へのタッチ操作の受付を無効な状態（ロック状態）から有効な状態に切り替える
（ロック解除する）。タッチ操作の受付が有効な状態を「ロック解除状態」と称する。な
お、以下の説明においては、「Ｑボタン５０１が表示される領域がタッチ操作されたこと
を検出」を、単に「Ｑボタン５０１へのタッチ操作を検出」と記す。他の表示アイテムも
同様とする。また、Ｑボタン５０１以外の表示アイテムを、単に「他の表示アイテム」と
記すことがある。
　図６（ａ）に示すロック状態においては、Ｑボタン５０１（第１の表示アイテム）のみ
がタッチ操作可能（タッチダウンを受け付ける）な表示アイテムである。ロック状態にお
いては、他の表示アイテムは、単に情報表示を目的としたものである。すなわち、システ
ム制御部５０は、他の表示アイテムへのタッチ操作を検出しても、それに対応する処理は
実行しない。システム制御部５０は、Ｑボタン５０１へのタッチ操作（タッチダウン）を
検出すると、ロック解除して他の表示アイテムを有効化する。そして、システム制御部５
０は、ロック解除された状態で他の表示アイテムへのタッチ操作を検出すると、タッチ操
作された他の表示アイテムに応じて各種処理を行う。
　図６（ａ）の例では、システム制御部５０（制御手段）は、タッチ操作可能な表示アイ
テムであるＱボタン５０１をヒンジ部１０１に近い側に配置（表示）し、タッチ操作を受
け付けない他の表示アイテムをヒンジ部１０１から遠い側に配置（表示）する。このよう
にすることにより、回転させるために使用者がモニタ部３０２を掴んで無意識に指が触れ
たとしても、その位置にタッチ操作可能な表示アイテムが表示されない（配置されない）
。したがって、使用者による誤操作を防止でき、デジタルカメラ１００が使用者の意図し
ない処理を実行することを防止できる。
　図６（ｂ）は、「反転開位置」（第２の位置）における表示部２８のロック状態での表
示例である。図６（ｂ）の配置を、レイアウトパターンＢ1と称する。前記のとおり、シ
ステム制御部５０（制御手段）は、モニタ部３０２が「開位置」から「反転開位置」に移
動した場合には、各表示アイテムを、上下左右を反転した方向および配置として表示する
。これにより、使用者から見た各表示アイテムの表示の位置が不変となる。ただし、シス
テム制御部５０は、タッチ操作可能な表示アイテムであるＱボタン５０１（第１の表示ア
イテム）の使用者から見た位置を変更する。すなわち、システム制御部５０（制御手段）
は、「開位置」では使用者から見て右下に表示していたＱボタン５０１を、「反転開位置
」では使用者から見て左下に配置するように変更する。これは、タッチ操作可能な表示ア
イテムであるＱボタン５０１をヒンジ部１０１に近い側に配置し、タッチ操作を受け付け
ない表示アイテム（複数の第２の表示アイテム）をヒンジ部１０１から遠い側に配置する
ための措置である。これにより、使用者がモニタ部３０２を回転させるために掴んで表示
部２８（タッチパネル２０５）に無意識に触れたとしても、使用者が触れた位置にはタッ
チ操作可能な表示アイテムが表示されない。これにより、無意識の接触によって使用者が
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意図しない動作（処理）が実行されることが防止される。
　図６（ａ）（ｂ）に示すように、システム制御部５０は、表示部２８に、Ｑボタン５０
１（第１の表示アイテム）と電池残量表示５０２（第２の表示アイテム）と、残り撮影可
能枚数表示５０３（第２の表示アイテム）とを、左右方向に並べて表示する。そして、シ
ステム制御部５０（制御手段）は、Ｑボタン５０１の配置の変更に伴って、電池残量表示
５０２と残り撮影可能枚数表示５０３との相対関係は変更することなく、それぞれの位置
を右に１項目分ずらしている。電池残量表示５０２および残り撮影可能枚数表示５０３（
第２の表示アイテム）は、デジタルカメラ１００の状態を表すものであり、使用者による
タッチ操作で変更可能な設定内容を表すものではない。そのため、システム制御部５０が
Ｑボタン５０１へのタッチ操作（タッチダウン）を検出してロック解除した後であっても
、電池残量表示５０２と残り撮影可能枚数表示５０３はタッチ操作可能とはならない。す
なわち、電池残量表示５０２と残り撮影可能枚数表示５０３は、操作対象ではないので、
「開位置」と「反転開位置」とで表示位置をずらしても、使用者の誤操作にはつながらな
い。
　一方、電池残量表示５０２と残り撮影可能枚数表示５０３以外の他の表示アイテム（第
２の表示アイテム以外の表示アイテム）は、Ｑボタン５０１がタッチ操作（タッチダウン
）されると有効化してタッチ操作可能なアイコンになる。そのため、「開位置」と「反転
開位置」とで使用者から見た表示位置が変わると誤操作につながるおそれがある。そこで
、システム制御部５０は、有効化するとタッチ操作可能なアイコンになる表示アイテム（
第２の表示アイテム以外の表示アイテム）を、使用者から見ていつも同じ位置になるよう
に配置する。すなわち、レイアウトパターンＡ1とレイアウトパターンＢ1とで使用者から
見た位置が変わる表示アイテムと、位置が変わらない表示アイテムは、このように、タッ
チアイコンとして操作される可能性のあるものか否かを鑑みて決められる。
【００２０】
　また、システム制御部５０（制御手段）は、Ｑボタン５０１の配置変更に影響を受けな
い他の表示アイテムのレイアウトは変更しない。したがって、システム制御部５０は、以
下の表示アイテムについては、レイアウトパターンＡ1とレイアウトパターンＢ1とで、使
用者から見た配置を変更しない。ただし、システム制御部５０は、使用者から見た配置を
同じにするために、上下左右反転処理は行う。
【００２１】
　次に、図６と図７を参照して、ロック状態からロック解除状態に移行した場合の表示部
２８の表示について説明する。図７は、Ｑボタン５０１へのタッチ操作に応じてロック解
除状態となり、各表示アイテムがタッチ操作可能なタッチアイコンになった場合の表示例
を示す図である。そして、図７（ａ）は、図６（ａ）に示す表示からロック解除状態に移
行した場合の表示例を示す。図７（ａ）に示す表示を、レイアウトパターンＡ2と称する
。また、図７（ｂ）は、図６（ｂ）に示す表示からロック解除状態に移行した場合の表示
例を示す。図７（ｂ）に示す表示を、レイアウトパターンＢ2と称する。
　他の表示アイテムのうち、ロック解除状態に移行するとタッチ操作可能なアイコンにな
る表示アイテムには、以下のものがある。
【００２２】
　・現在設定されているＩＳＯ感度を示すＩＳＯアイコン５０５。図６と図７の例は、自
動的にＩＳＯ感度が設定されるＩＳＯオートが設定されていることを示す。
　・現在設定されている露出補正値およびＡＥＢ（Ａｕｔｏ Ｅｘｐｏｒｓｕｒｅ Ｂｒａ
ｃｋｅｔｉｎｇ）で用いる補正値を示す露出補正／ＡＥＢ設定表示５０６。
　・現在設定されている色処理特性を示すピクチャースタイルアイコン５０７。
　・現在設定されているホワイトバランス設定を示すＷＢアイコン５０８。
　・現在設定されている明るさやコントラストを補正するモードを示すライティングアイ
コン５０９。
　・現在設定されているＡＦモードを示すＡＦモードアイコン５１０。図６と図７の例は
、止まっている被写体の撮影に適した「ＯＮＥ　ＳＨＯＴ」のモードが選択されているこ
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とを示す。
　・現在、ドライブモードが、１枚撮影、連写撮影、リモコン撮影、セルフタイマー撮影
のいずれに設定されているかを示すドライブアイコン５１１。
　・現在の測光モードを示す測光モードアイコン５１２。
　・現在設定されている記録画質（圧縮率および記録画素数）を示す記録画質アイコン５
１３。
【００２３】
　モニタ部３０２が「開位置」にあり、かつロック状態にあると、図６（ａ）に示すよう
に、表示部２８はレイアウトパターンＡ1の表示を行う。システム制御部５０（制御手段
）は、この状態でＱボタン５０１へのタッチ操作を検出すると、ロック解除状態に移行し
、表示部２８の表示を、図７（ａ）に示すレイアウトパターンＡ2に変更する。モニタ部
３０２が「開位置」以外の位置においてロック解除状態に移行し、その後、モニタ部３０
２が「開位置」に移動した場合も、表示部２８は図７（ｂ）に示すレイアウトパターンＡ

2の表示を行う。
　図６（ａ）と図７（ａ）に示すように、システム制御部５０（制御手段）は、ロック状
態においてＱボタン５０１を表示していた位置に、ロック解除状態においては戻るボタン
６０１（第３の表示アイテム）を表示する。戻るボタン６０１（第３の表示アイテム）は
、タッチ操作可能なタッチアイコンである。システム制御部５０は、戻るボタン６０１（
第３の表示アイテム）へのタッチ操作（タッチダウン）を検出すると、表示部２８を、ロ
ック解除状態からロック状態に移行させる。すなわち、システム制御部５０は、表示部２
８の表示を図６（ａ）に示すレイアウトパターンＡ1に戻すとともに、他の表示アイテム
へのタッチ操作を受け付けない状態に移行させる。
　さらに、図６（ａ）と図７（ａ）に示すように、システム制御部５０は、ロック状態に
おいて電池残量表示５０２および残り撮影可能枚数表示５０３を表示していた位置に、ロ
ック解除状態においてはガイダンス６０２を表示する。ガイダンス６０２は、選択枠６０
３があたっている表示アイテムに関する設定内容と、その設定を変更するための操作方法
を表示するガイダンスある。図示の例では、選択枠６０３があたっているドライブアイコ
ン５１１に関して、ガイダンス６０２は、現在ドライブモードが「１枚撮影」に設定され
ており、メイン電子ダイヤル７１に対する操作で変更可能であることを示している。
　表示アイテム５０５～５１３は、Ｑボタン５０１へのタッチ操作（タッチダウン）が検
出される前においては、タッチ操作を受け付けない表示アイテムである。そして、システ
ム制御部５０は、Ｑボタン５０１へのタッチ操作を検出してロック解除状態に移行すると
、これらの表示アイテム５０５～５１３は、タッチ操作を受付可能なタッチアイコンにす
る。そこで、システム制御部５０は、ロック解除状態において、これらの表示アイテム５
０５～５１３がタッチ操作可能なアイコンであることを示すために、各表示アイテムに、
それぞれのタッチ操作受付可能領域を示す枠６０４を表示する。使用者は、選択枠６０３
があたっていない各表示アイテム５０５～５１３（にあてられた枠６０４の内側）をタッ
チ操作（タッチダウン）することで、タッチした表示アイテムに選択枠６０３を移動させ
ることができる。また、使用者は、サブ電子ダイヤル７３を操作することによって、選択
枠６０３を移動させて目的の表示アイテムにあてることができる。すなわち、システム制
御部５０は、表示部２８が図７（ａ）の表示をしている状態において、他の表示アイテム
５０５～５１３へのタッチ操作（タッチダウン）を検出すると、タッチ操作を検出した表
示アイテム５０５～５１３に選択枠６０３を移動させる。また、システム制御部５０は、
表示部２８が図７（ａ）の表示をしている状態において、サブ電子ダイヤル７３の回転操
作を検出すると、サブ電子ダイヤル７３の回転に応じて選択枠６０３を移動させる。
　そして、使用者は、選択枠６０３があたっている表示アイテム５０５～５１３をタッチ
操作することで、タッチ操作した表示アイテム５０５～５１３に関する設定内容を変更す
ることができる。すなわち、システム制御部５０は、選択枠６０３があたっている表示ア
イテム５０５～５１３へのタッチ操作を検出すると、タッチ操作を検出した表示アイテム
５０５～５１３に関する設定内容を変更する処理を実行する。
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　タッチ操作による設定内容の変更は、表示アイテム５０５～５１３に対するタッチ回数
に応じたトグルで設定を変更するか、該当する設定項目専用の設定変更のための子画面を
開き、設定変更のための子画面での操作に応じて変更する。選択枠６０３のあたっている
表示アイテム５０５～５１３に関する設定項目は、メイン電子ダイヤル７１などのスイッ
チ類に対する操作に応じても設定変更が可能である。
【００２４】
　モニタ部３０２が「反転開位置」（第２の位置）にあり、かつロック状態にあると、図
６（ｂ）に示すように、表示部２８はレイアウトパターンＢ1の表示を行う。システム制
御部５０は、この状態でＱボタン５０１へのタッチ操作を検出すると、ロック解除状態に
移行し、表示部２８の表示を、図７（ｂ）に示すレイアウトパターンＢ2に変更する（表
示を更新する）。モニタ部３０２が「反転開位置」以外の位置においてロック解除状態に
移行し、その後、モニタ部３０２が「反転開位置」に移動した場合も、表示部２８は図７
（ｂ）に示すレイアウトパターンＢ2の表示を行う（表示を更新する）。
　図７（ａ）と図７（ｂ）に示すように、レイアウトパターンＢ2は、レイアウトパター
ンＡ2と比較すると、使用者から見て戻るボタン６０１とガイダンス６０２の位置関係が
左右で入れ替わっている以外は、使用者から見た位置関係は同じである。ただし、システ
ム制御部５０は、使用者から見た表示アイテムの位置関係を同じとするために、上下左右
反転処理は行っている。システム制御部５０は、レイアウトパターンＢ2においては、戻
るボタン６０１を、レイアウトパターンＢ1においてＱボタン５０１を表示していた位置
（図６（ｂ）参照）に表示する。さらに、レイアウトパターンＢ2においては、システム
制御部５０は、ガイダンス６０２を、レイアウトパターンＢ1において電池残量表示５０
２と残り撮影可能枚数表示５０３を表示していた位置（図６（ｂ）参照）に表示する。
【００２５】
　次に、前記動作を実行するための処理（本発明の実施形態にかかる制御方法）について
説明する。図８は、前記動作を実行するための処理の動作（本発明の実施形態に係る制御
方法）を実現するための処理を示すフローチャートである。この処理は、システム制御部
５０が不揮発性メモリ５６に記録されたプログラムをシステムメモリ５２に展開して実行
することで実現する。
　システム制御部５０は、デジタルカメラ１００がライブビューモードではない状態で撮
影モードに設定されると、図８の処理を開始する。
　Ｓ８０１では、システム制御部５０は、バリアングル状態検出部２０１による本体部３
０１とモニタ部３０２の位置関係の検出結果に基づいて、モニタ部３０２が「閉位置」で
あるか否かを判定する。閉位置であると判定するとＳ８０２に進み、そうでない場合はＳ
８１０に進む。
　Ｓ８０２では、システム制御部５０は、表示部２８の表示をオフにする（表示を停止す
る）。そして、Ｓ８０３に進む。
　Ｓ８０３では、システム制御部５０は、使用者による撮影を指示する操作があったか否
かを判定する。具体的には、システム制御部５０は、第２シャッタースイッチ６４から第
２シャッタースイッチ信号ＳＷ２の入力があった場合には、使用者による撮影を指示する
操作があったと判定する。そして、撮影操作があったと判定された場合にはＳ８０４に進
み、なかったと判定された場合はＳ８０５に進む。
　Ｓ８０４では、システム制御部５０は、画像を撮像して画像データ（画像ファイル）と
して記録媒体２００に記録するまでの一連の撮影処理を行う。
　Ｓ８０５では、システム制御部５０は、シャッターボタン６１に対する操作とモニタ部
３０２を回転させる操作以外の操作（その他の操作）があったか否かを判定する。その他
の操作があったと判定された場合はＳ８０６に進み、そうでない場合はＳ８０７に進む。
　Ｓ８０６では、システム制御部５０は、その他の操作に応じた処理を行う。その他の操
作に応じた処理には、例えば、モードダイヤル６０の操作に応じた撮影モードの変更があ
る。
　Ｓ８０７では、システム制御部５０は、バリアングル状態検出部２０１の検出結果に基
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づいて、本体部３０１とモニタ部３０２との相対位置に変更があったか否かを判定する。
すなわち、モニタ部３０２を回転させる操作があったか否かを判定する。変更があったと
判定された場合はＳ８０１に進み、変更がないと判定された場合にはＳ８０８に進む。
　Ｓ８０８では、システム制御部５０は、終了操作があったか否かを判定する。終了操作
は、電源をＯＦＦとする操作、再生モードに移行する操作、ライブビューモードに移行す
る操作などである。終了操作があったと判定した場合は撮影モード処理を終了し、そうで
ない場合はＳ８０３に戻って処理を繰り返す。
　一方、Ｓ８１０では、システム制御部５０は、バリアングル状態検出部２０１により検
出される本体部３０１とモニタ部３０２の位置関係に基づいて、モニタ部３０２が「開位
置」であるか否かを判定する。開位置であると判定された場合にはＳ８１１に進み、そう
でない場合はＳ８１２に進む。なお、ステップＳ８１０に至る前に、ステップＳ８０１に
おいてモニタ部３０２が「閉位置」ではないと判定されている。このため、ステップＳ８
１０においてモニタ部３０２が「開位置」でないと判定された場合には、モニタ部３０２
は、「反転開位置」または「反転閉位置」にある。
　Ｓ８１１では、システム制御部５０は、レイアウトパターンＡ1で、Ｑボタン５０１と
各種表示アイテム等の情報を表示部２８に表示させる。このときの表示例は、図６（ａ）
を参照して前述した通りである。
　Ｓ８１２では、システム制御部５０は、レイアウトパターンＢ1で、Ｑボタン５０１と
各種表示アイテム等の情報を、表示部２８に表示させる。このときの表示例は、図６（ｂ
）を参照して前述した通りである。なお、システム制御部５０は、レイアウトパターンＢ

1では、テキストやアイコンなどの使用者から見た向きを正しくするために、レイアウト
パターンＡ1と比べて各表示アイテムの上下左右を反転して表示する。
　Ｓ８１３では、システム制御部５０は、Ｑボタン５０１へのタッチ操作（タッチダウン
）があったか否かを判定する。Ｑボタン５０１へのタッチ操作（タッチダウン）があった
と判定した場合はＳ８２０に進み、そうでない場合はＳ８１４へ進む。
　Ｓ８１４～Ｓ８１８の処理は、前述したＳ８０３～Ｓ８０７と同様の処理である。した
がって説明を省略する。
　Ｓ８１９では、システム制御部５０は、終了操作があったか否かを判定する。そして、
終了操作があったと判定した場合は撮影モード処理を終了し、そうでない場合はＳ８１３
に戻って処理を繰り返す。
　Ｓ８１３において、Ｑボタン５０１へのタッチ操作（タッチダウン）が検出された場合
には、Ｓ８２０に進む。Ｓ８２０では、システム制御部５０は、Ｑボタン５０１へのタッ
チ操作（タッチダウン）に対応した処理を実行する。具体的には、システム制御部５０は
、（１）Ｑボタン５０１を戻るボタン６０１に置き換え、（２）タッチ操作可能になる各
表示アイテムを有効化（タッチ操作可能なタッチアイコン化）、（３）タッチ操作可能な
領域を示す枠６０４の表示、を行う。このように、システム制御部５０は、モニタ部３０
２が「開位置」においてＱボタン５０１へのタッチ操作を検出すると、表示部２８の表示
を、レイアウトパターンＡ1の表示（図６（ａ））から、レイアウトパターンＡ2の表示（
図７（ａ））に更新する。また、システム制御部５０は、モニタ部３０２が「反転開位置
」または「反転閉位置」においてＱボタン５０１へのタッチ操作を検出すると、表示部２
８の表示を、レイアウトパターンＢ1（図６（ｂ））から、レイアウトパターンＢ2（図７
（ｂ））に更新する。すなわち、システム制御部５０は、Ｑボタン５０１へのタッチ操作
を検出する前の表示部２８の表示がレイアウトパターンＡ1であったかレイアウトパター
ンＢ1であったかに応じて、検出後の表示部２８の表示を変更（更新）する。
　Ｓ８２１では、システム制御部５０は、タッチアイコンになった表示アイテム５０５～
５１３などへのタッチ操作があったか否かを判定する。タッチアイコンになった表示アイ
テムへのタッチ操作あったと判定された場合にはＳ８２２に進み、そうでない場合はＳ８
２３に進む。
　Ｓ８２２では、システム制御部５０は、タッチ操作された表示アイテムおよびタッチ操
作の内容に応じた処理を行う。より具体的には、たとえば、システム制御部５０は、選択
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枠６０３があたっていない表示アイテムへのタッチダウンを検出した場合には、タッチダ
ウンが検出された表示アイテムに選択枠６０３をあてる。また、システム制御部５０は、
選択枠６０３があたっている表示アイテムへのタッチダウンを検出した場合には、タッチ
ダウンが検出された表示アイテムに関する設定内容を変更するための処理を実行する。
　Ｓ８２３、Ｓ８２４の処理は前述したＳ８０３、Ｓ８０4の処理と同様である。したが
って、説明を省略する。
　Ｓ８２５では、システム制御部５０は、戻るボタン６０１へのタッチ操作（タッチダウ
ン）があったか否かを判定する。戻るボタン６０１へのタッチ操作（タッチダウン）があ
ったと判定された場合はＳ８２６に進み、そうでない場合はＳ８２７へ進む。
　Ｓ８２６では、システム制御部５０は、戻るボタンへのタッチ操作に対応した表示の更
新を行う。具体的には、システム制御部５０は、（１）戻るボタン６０１をＱボタン５０
１に置き換え、（２）他の表示アイテム（タッチ操作可能なタッチアイコン）の無効化、
（３）枠６０４の消去、を実行する。すなわち、システム制御部５０は、表示部２８の表
示がレイアウトパターンＡ2（図７（ａ）参照）であった場合には、表示部２８の表示を
レイアウトパターンＡ1（図６（ａ）参照）に変更する。一方、システム制御部５０は、
表示部２８の表示がレイアウトパターンＢ2（図７（ｂ）参照）であった場合には、表示
部２８の表示をレイアウトパターンＢ1（図６（ｂ）参照）に変更する。Ｓ８２７の処理
を終えるとＳ８１３に進む。
　Ｓ８２７、Ｓ８２８の処理は、前述したＳ８０５、Ｓ８０６の処理と同様である。した
がって説明を省略する。
　Ｓ８２９では、システム制御部５０は、バリアングル状態検出部２０１の検出結果に基
づいて、本体部３０１とモニタ部３０２との相対位置に変更があったか否かを判定する。
すなわち、システム制御部５０は、モニタ部３０２を回転させる操作があったか否かを判
定する。変更があったと判定された場合はＳ８３０に進み、変更がないと判定された場合
にはＳ８３５に進む。
　Ｓ８３０では、システム制御部５０は、バリアングル状態検出部２０１による本体部３
０１とモニタ部３０２の位置関係の検出結果に基づいて、モニタ部３０２が「閉位置」で
あるか否かを判定する。閉位置であると判定した場合にはＳ８３１に進み、そうでないと
判定した場合にはＳ８３２に進む。
　Ｓ８３１では、システム制御部５０は、表示部２８の表示をＯＦＦにする。そして、Ｓ
８３５に進む。
　Ｓ８３２では、システム制御部５０は、バリアングル状態検出部２０１による本体部３
０１とモニタ部３０２の位置関係の検出結果に基づいて、モニタ部３０２が「開位置」で
あるか否かを判定する。閉位置であると判定された場合にはＳ８３３に進み、そうでない
と判定した場合にはＳ８３４に進む。
　Ｓ８３３では、システム制御部５０は、表示部２８の表示をレイアウトパターンＡ2（
図７（ａ）参照）に変更（更新）する。そしてＳ８３５に進む。
　Ｓ８３４に進む場合は、モニタ部３０２は、「反転開位置」または「反転閉位置」にあ
る。そこで、Ｓ８３４では、システム制御部５０は、表示部２８の表示をレイアウトパタ
ーンＢ2（図７（ｂ）参照）に変更（更新）する。そしてＳ８３５に進む。
　Ｓ８３５では、システム制御部５０は、終了操作があったか否かを判定する。そして、
システム制御部５０は、終了操作があったと判定した場合は撮影モード処理を終了し、そ
うでない場合はＳ８２１に戻って処理を繰り返す。
【００２６】
　以上説明したように、本実施形態によれば、使用者がモニタ部３０２の開閉時や角度調
整時に、誤って表示部２８に触れてしまうことによるタッチ操作の誤操作を無くし、タッ
チ操作の操作性の向上をすることが可能となる。
【００２７】
　なお、システム制御部５０は、戻るボタン６０１へのタッチ操作（タッチダウン）を検
出すると、表示部２８をロック解除状態からロック状態に変更する。このため、使用者が
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モニタ部３０２を操作する手で誤って戻るボタン６０１に触れたとしても、表示部２８が
ロック状態に変更されるのみであり、各種設定は変更されない。したがって、撮影には支
障がない。そこで、タッチ操作が許可状態（ロック解除状態）における戻るボタン６０１
の使用者から見た表示位置は、モニタ部３０２の位置が変わっても変更されない構成であ
ってもよい。例えば、システム制御部５０は、モニタ部３０２が「開位置」であっても「
反転開位置」であっても、戻るボタン６０１を、レイアウトパターンＢ2（図７（ｂ））
参照）に示す位置に表示する。このような構成によれば、使用者から見た戻るボタン６０
１の位置は、モニタ部３０２の位置に関わらずいつも同じとなる。したがって、使用者は
、戻るボタン６０１へのタッチ操作が容易となる。
【００２８】
＜第２の実施形態＞
　次に、第２の実施形態について説明する。本発明は、第１の実施形態で説明したバリア
ングルモニタの機構とは異なる機構を有するバリアングルモニタに対しても適用可能であ
る。図９は、本発明の第２の実施形態としてのデジタルカメラ８００の構成を模式的に示
す図である。デジタルカメラ８００においては、本体部８０１とモニタ部８０２とを回転
可能に連結するヒンジ部８０３（連結部）が、本体部８０１の下方に設けられる。なお、
それ以外は、第１の実施形態と共通の構成が適用される。このため、共通する構成につい
ては説明を省略する。モニタ部８０２は、ヒンジ部８０３（連結部）によって、水平方向
に略平行な第３の回転軸Ｌ3と、第３の回転軸Ｌ3とは異なる方向（第３の回転軸Ｌ3と直
角な方向）に平行な第４の回転軸Ｌ4を中心に回転可能に連結される。
　図９（ａ）は、デジタルカメラ８００を背面側から見た外観図であり、モニタ部８０２
が「閉位置」にある状態における本体部８０１とモニタ部８０２の位置関係を示す図であ
る。モニタ部８０２に備えられた表示部２８の表示面２８１は、本体部８０１と対向する
向きで収納されている（折り畳まれている）。
　図９（ｂ）は、デジタルカメラ８００を背面側から見た外観図であり、モニタ部８０２
が「開位置」にある状態における本体部８０１とモニタ部８０２との位置関係を示す図で
ある。モニタ部３０２に備えられた表示部２８の表示面２８１は、デジタルカメラ１００
の背面と同じ側（撮影者側）を向くように開かれている。使用者は、モニタ部８０２を、
第３の回転軸Ｌ3を中心として下側に回転（半回転）させることによって、「閉位置」か
ら「開位置」に移動させることができる。
　図９（ｃ）は、デジタルカメラ８００を前面側から見た外観図であり、モニタ部８０２
が「反転開位置」（第１の位置）にある状態における本体部８０１とモニタ部８０２の位
置関係を示す図である。モニタ部８０２に備えられた表示部２８の表示面２８１は、デジ
タルカメラ８００の前面と同じ側（被写体側）を向くように開かれている。使用者は、「
開位置」にあるモニタ部８０２を、第４の回転軸Ｌ4を中心として回転（半回転）させる
ことで、「反転開位置」（第１の位置）に移動させることができる。モニタ部８０２が「
開位置」と「反転開位置」のいずれにあっても、デジタルカメラ８００を背面から見ると
、座標系３０３は左上に位置する。したがって通常、システム制御部５０は、各種表示ア
イテムの表示方向を、「開位置」と「反転開位置」（第１の位置）とでは変えない（この
構成は、第１の実施形態と異なる）。なお、スルー画像を撮影している場合には、システ
ム制御部５０は、スルー画像は左右を反転させて鏡像表示する。
　図９（ｄ）は、デジタルカメラ８００を背面側から見た外観図であり、モニタ部８０２
が「反転閉位置」（第２の位置）にある状態における本体部８０１とモニタ部８０２の位
置関係を示す図である。「反転閉位置」（第２の位置）においては、モニタ部８０２は、
本体部８０１の背面側に閉じられている（折り畳まれている）。そして、モニタ部８０２
に備えられる表示部２８の表示面２８１がデジタルカメラ８００の背面側と同じ側（使用
者）の側を向いて露出している。使用者は、「反転開位置」（第１の位置）にあるモニタ
部８０２を、第４の回転軸Ｌ4を中心に横軸を中心に回転させることで、「反転閉位置」
（第２の位置）に移動させることができる。
　図９（ｃ）に示すように、モニタ部８０２が「反転開位置」にある状態においては、デ
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ジタルカメラ８００を前側から見ると、座標系３０３は表示部２８の表示面２８１の左上
に位置する。一方、図９（ｄ）に示すように、モニタ部８０２が「反転閉位置」にある状
態においては、デジタルカメラ８００を背面側から見ると、座標系３０３は表示部２８の
表示面２８１の右下に位置する。したがって、システム制御部５０は、モニタ部８０２が
「反転開位置」（第１の位置）にある場合と「反転閉位置」（第２の位置）にある場合と
で、表示部２８の表示方向を上下左右で反転させる。また、システム制御部５０は、モニ
タ部８０２が「反転開位置」（第１の位置）にある状態でスルー画像の鏡像表示を行って
おり、モニタ部８０２が「反転閉位置」（第２の位置）に移動した場合には、スルー画像
は上下のみを反転して表示する。そして、鏡像ではない通常の表示にする。
　使用者は、モニタ部８０２を「開位置」と「閉位置」、および、「開位置」と「反転閉
位置」との間で移動させる場合には、モニタ部８０２にかかるモーメントが大きくなるよ
うに、モニタ部８０２のうちのヒンジ部８０３から遠い側の部分を掴んで回すことが多い
。この際に、使用者は、モニタ部８０２を掴む指で、表示部２８の表示面２８１（タッチ
パネル２０５）に無意識に触れることがある。そして、使用者が触れる位置は、表示部２
８のうちのヒンジ部８０３から遠い側の位置が多くなる。
　第２の実施形態では、システム制御部５０は、表示部２８の表示面２８１（タッチパネ
ル２０５）のうち、モニタ部８０２を回転させる際に無意識に触ってしまいやすい個所に
は、タッチ操作可能な表示アイテムを表示しない。このような構成によれば、無意識のタ
ッチによる誤操作が防止される。
【００２９】
　図１０（ａ）、図１０（ｂ）は、モニタ部８０２が「開位置」および「反転開位置」に
ある状態における、表示部２８の表示例を示す。モニタ部８０２が「開位置」および「反
転開位置」にある状態においては、システム制御部５０は、タッチ操作可能な表示アイテ
ムであるＱボタン５０１（第１の表示アイテム）をヒンジ部８０３に近い側に位置するよ
うに画面上部に配置する（表示を更新する）。そして、システム制御部５０は、タッチ操
作を受け付けない表示アイテム（第２の表示アイテム）を、ヒンジ部８０３から遠い側に
配置する（表示を更新する）。このような構成によれば、使用者がモニタ部８０２を回転
させるために掴んで表示部２８の表示面２８１（タッチパネル２０５）に無意識に触れた
場合であっても、触れた位置にタッチ操作可能な表示アイテムが配置（表示）されない。
したがって、使用者による誤操作を防止できる。
　図１０（ａ）の例では、システム制御部５０は、Ｑボタン５０１（第１の表示アイテム
）と、電池残量表示５０２と、残り撮影可能枚数表示５０３とを、ヒンジ部８０３に最も
近い位置（最上段）に表示する。そして、システム制御部５０は、他の表示アイテム（第
２の表示アイテム）をこれらよりもヒンジ部８０３から遠い側（下側）に表示する。この
際、システム制御部５０は、Ｑボタン５０１（第１の表示アイテム）、電池残量表示５０
２、残り撮影可能枚数表示５０３以外の表示アイテム（複数の第２の表示アイテム）の相
対的な位置関係を変更しない。このような構成によれば、Ｑボタン５０１の表示されてい
る列以外の表示アイテムのレイアウトは変わらないので、Ｑボタン５０１の位置が変わっ
ても、使用者は、どこに何の表示がされているかを把握しやすい。
　図１０（ｂ）は、図６（ａ）および図１０（ａ）の例と比較して、Ｑボタン５０１と撮
影モードアイコン５０４との位置が入れ替わった例を示す。撮影モードアイコン５０４は
、Ｑボタン５０１へのタッチダウンに対応してロック解除された後であっても、タッチ操
作可能なタッチアイコンとしては機能しない。このため、ロック解除状態になった場合で
あっても、タッチ操作可能なタッチアイコンの位置は変わらない。したがって、より直観
的で誤操作の少ないタッチ操作を提供することができる。
　図１０（ｃ）は、「反転閉位置」における表示部２８のロック状態の表示例である。こ
の配置は前述の図６（ａ）と同様である。モニタ部８０２が「反転開位置」から「反転閉
位置」に移動した場合には、システム制御部５０は、各表示アイテムの上下左右を反転し
た方向および配置として表示する。これにより、使用者から見た表示アイテムの位置を変
わらないようにできる。ただし、第２の実施形態においては、システム制御部５０は、タ
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。すなわち、システム制御部５０は、Ｑボタン５０１を、モニタ部８０２が「反転開位置
」にある状態では使用者から見て上部に配置し（表示を更新し）、「反転閉位置」にある
状態では下部に配置する（表示を更新する）。これは、タッチ操作可能な表示アイテムで
あるＱボタン５０１をヒンジ部８０３に近い側に配置し、タッチ操作を受け付けない表示
アイテムをヒンジ部８０３から遠い側に配置するための措置である。
　このように第２の実施形態では、システム制御部５０は、使用者がモニタ部８０２を「
反転開位置」と「反転閉位置」とで移動させた場合に、各表示アイテムの表示方向（向き
）を上下反転させる。さらに、この場合には、システム制御部５０は、タッチ操作可能な
表示アイテムであるＱボタン５０１を、ヒンジ部８０３から遠い側に配置されるように配
置を変更する。
　なお、この動作は、次のような処理によって実現される。まず、前述した図８に示す処
理において、図１０（ａ）または図１０（ｂ）に示す表示をレイアウトパターンＡ1、図
１０（ｃ）に示す表示をレイアウトパターンＢ1に更新する。さらに、Ｓ８１０およびＳ
８３２の処理を「反転開位置」（第１の位置）と「開位置」いずれか一方にあるか否かを
判定する処理に置き換える（すなわち、Ｓ８１０とＳ８３２でＮｏと判定された場合は「
反転閉位置」（第２の位置）である）。
【００３０】
　以上、本発明を好適な実施形態に基づいて詳述してきたが、本発明はこれら特定の実施
形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の様々な形態も本発明に
含まれる。さらに、上述した各実施形態は本発明の一実施形態を示すものにすぎず、各実
施形態を適宜組み合わせることも可能である。
【００３１】
　なお、システム制御部５０の制御は１つのハードウェアが行ってもよいし、複数のハー
ドウェアが処理を分担することで、装置全体の制御を行ってもよい。
【００３２】
　また、上述した実施形態においては、本発明がデジタルカメラに適用される構成を例に
して説明したが、本発明はこの例に限定されない。本発明は、情報を表示可能な表示部と
タッチ操作可能なタッチパネルとを備える装置であれば、種類を問わずに適用できる。た
とえば、本発明は、パーソナルコンピュータやＰＤＡ、携帯電話端末や携帯型の画像ビュ
ーワ、ディスプレイを備えるプリンタ装置、デジタルフォトフレーム、音楽プレーヤー、
ゲーム機、電子ブックリーダー、電子辞書などに適用可能である。
【００３３】
（他の実施形態）
　本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、前記実施形態の機
能を実現するソフトウェア（プログラム）をネットワーク又は各種記録媒体を介してシス
テム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータ（又はＣＰＵやＭＰＵ等）
がプログラムコードを読み出して実行する処理である。この場合、そのプログラム、およ
び該プログラムを記憶した記録媒体は本発明を構成することになる。
【産業上の利用可能性】
【００３４】
　本発明は、表示制御装置および表示制御装置の制御方法に有効な技術である。
【符号の説明】
【００３５】
２８：表示部、７０：操作部、１００：デジタルカメラ、１０１：ヒンジ部、２８１：表
示部の表示面、３０１：デジタルカメラの本体部、３０２：モニタ部
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】
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